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令和 7年度「ライフサポート保険」の募集について（依頼） 

 

日頃、当互助会の事業につきまして、御理解、御協力を賜り厚く御礼申し上げます。 

「ライフサポート保険」は会員に死亡や障害など万一のことがあった後も、御家族や御本人が現

在の生活水準を維持できるよう、必要となる費用と公的年金との差額を補うことを目的とした、当

互助会独自の制度です。 

 本制度の令和８年３月１日の更新に向け、下記のとおり募集活動を行います。 

つきましては、会員の皆様への周知及びライフサポート保険引受保険会社の職員（推進員）によ

る訪問日程の調整等について御協力くださるよう、お願いいたします。 

 

記 

 

１ 募集活動 

（１）募集期間 令和７年９月９日から令和７年１１月２１日まで 

（２）保険期間 令和８年３月１日から令和９年２月２８日まで 

（３）資料送付 令和７年９月上旬から１０月下旬までに順次、各所属に送付します。 

 

２ 募集資料の配布 

  １０月下旬までに順次、募集資料を送付しますので、配布をお願いします。 

  資料は７月時点の会員データに基づき作成されています。 

 （１）既に退職している互助会員の資料について 

    個人情報に御配慮の上、廃棄してください。 

 （２）会員資格を有する互助会員で資料がない方について 

    予備の白紙申込書を御使用いただくか、下記の問い合わせ先へ御連絡ください。 

    なお、一度退職し互助会員資格を喪失した後、再就職等により会員資格を再取得し 

た既加入者は、１０月下旬に直接自宅あてに資料が送付されます。 

 

３ その他 

 （１）推進員の訪問について 

    推進員からの事前連絡により、訪問日が決まった場合には、訪問日時を職員の方へ 

    周知してください。また、推進員訪問の際には職員会議等先生方が集まる場での 



    説明会（５分程度）を設定いただきますよう御配慮ください。 

（２）説明希望について 

    個別に説明希望等の御要望がございましたらご連絡ください。 

  

 

 

  ※本制度の引受幹事会社（明治安田生命保険相互会社）の推進員が、御連絡のうえ対応い 

   たします。 

 

 （３）新規互助会員への面談について 

    新規互助会員の方へは優先的に推進員から御説明させていただきます。 

御配慮の程よろしくお願いします。 

 

（４）育児休業者への御案内について 

   育児休業者の方へ、専用の御説明用チラシを送付予定です。チラシを封筒内に同封 

   いただき、配布をお願いいたします。 

 

＜お問い合わせ＞ 

 

・推進員の訪問について 

・送付書類の不足分の請求 

＜引受幹事会社＞ 

明治安田生命保険相互会社 公法人第三部 

教職員互助会ライフサポート保険担当 

 電話  ０３－５２８９－７５８７ 

 ＦＡＸ ０３－３２５７－７４３１ 

その他 

一般財団法人埼玉県教職員互助会 互助福祉担当 

（埼玉県教育局教育総務部福利課内） 

  電話 ０４８－８３０－６７０６ 

 

 

 

 

 ●保障内容等の詳細につきましては、９月～１０月下旬にかけて発送される資料を 

御確認ください。 

●ペーパレス化のため、昨年度よりパンフレットを個別では配付いたしません。 

互助会ＨＰもしくは『みんなのＭＹポータル』にて御覧いただくことが可能です。 

 

Ｗｅｂからもお問い合わせが 

できます 

 

フリーダイヤル ０１２０－３４７－９００ 

（無料 土日祝日を除く９時～１７時） 


